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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤を収容および投与するための本体であって、薬剤の所望の用量を示すための複数の
用量指標窓を有する本体と、
　前記所望の用量の設定を行うために前記本体に回転可能に接続された用量設定スリーブ
であって、互いに固定された関係をもって配された複数の用量番号を有する用量設定スリ
ーブと、
を備え、
　異なる用量指標窓には異なる用量番号が表示され、
　前記複数の用量指標窓の１つを通して用量番号が視認可能となると、非数値指標が前記
複数の用量指標窓の他方を通して、前記用量番号が視認可能となっている用量指標窓を指
し示す、
ようにしたことを特徴とする注入装置。
【請求項２】
　前記非数値指標が矢印を含むことを特徴とする請求項１に記載の注入装置。
【請求項３】
　前記複数の用量指標窓が第１および第２用量指標窓を含み、
　奇数の用量番号が前記第１用量指標窓のみを通して視認可能であり、偶数の用量番号が
前記第２用量指標窓のみを通して視認可能である、
ことを特徴とする請求項１に記載の注入装置。
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【請求項４】
　前記用量番号が一対の螺旋状パターンをもって前記スリーブに配列され、第１螺旋状パ
ターンが偶数番号を含み、第２螺旋状パターンが奇数番号を含むことを特徴とする請求項
３に記載の注入装置。
【請求項５】
　前記偶数番号が非数値指標によって分離され、前記奇数番号が非数値指標によって分離
されていることを特徴とする請求項４に記載の注入装置。
【請求項６】
　前記複数の用量指標窓の各々が拡大レンズを含むことを特徴とする請求項１に記載の注
入装置。
【請求項７】
　前記用量設定スリーブは前記本体に回転可能に接続されて用量単位毎に歯止めを行い、
　前記用量設定スリーブはユーザとインタフェースするためのノブに接続されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の注入装置。
【請求項８】
　前記複数の用量指標窓は第１、第２および第３用量指標窓を含み、
　奇数の用量番号が前記第１用量指標窓を通してのみ視認可能であり、非数値指標が第２
用量指標窓を通してのみ視認可能とされて現在の用量番号が視認可能となっている用量指
標窓を指し示し、偶数の用量番号が前記第３用量指標窓を通してのみ視認可能である、
ことを特徴とする請求項１に記載の注入装置。
【請求項９】
　前記複数の用量指標窓の少なくとも１つが拡大レンズを含むことを特徴とする請求項１
に記載の注入装置。
【請求項１０】
　薬剤を収容および投与するための本体であって、薬剤の所望の用量を示すための複数の
用量指標窓を有する本体と、
　前記所望の用量の設定を行うために前記本体に回転可能に接続された用量設定スリーブ
であって、その上に配された複数の用量番号を有する用量設定スリーブと、
を備え、
　前記所望の用量を設定するための前記用量設定スリーブの回転に応じ、前記複数の用量
指標窓の交互の１つを通して前記用量番号が連続的に視認可能となる、
ようにした注入装置。
【請求項１１】
　前記用量設定スリーブは前記本体に回転可能に接続されて用量単位毎に歯止めを行い、
　前記用量設定スリーブはユーザとインタフェースするためのノブに接続されている、
ことを特徴とする請求項１０に記載の注入装置。
【請求項１２】
　前記用量指標窓の１つを通して用量番号が視認可能となると、非数値指標が前記用量指
標窓の他方を通して視認可能となることを特徴とする請求項１０に記載の注入装置。
【請求項１３】
　前記非数値指標が矢印であることを特徴とする請求項１２に記載の注入装置。
【請求項１４】
　偶数の用量番号が前記用量指標窓の１つを通してのみ視認可能であり、奇数の用量番号
が前記用量指標窓の他の１つを通してのみ視認可能であることを特徴とする請求項１０に
記載の注入装置。
【請求項１５】
　前記複数の用量指標窓は一対の用量指標窓を含み、
　前記用量番号が一対の螺旋状パターンをもって前記スリーブに配列され、第１螺旋状パ
ターンが偶数番号を含み、第２螺旋状パターンが奇数番号を含むことを特徴とする請求項
１４に記載の注入装置。
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【請求項１６】
　前記偶数番号が非数値指標によって分離され、前記奇数番号が非数値指標によって分離
されるとともに、
　前記一対の用量指標窓の１つを通して用量番号が視認可能となると、前記一対の用量指
標窓の残りの１つを通して前記非数値指標が視認可能となることを特徴とする請求項１５
に記載の注入装置。
【請求項１７】
　前記用量指標窓の少なくとも１つが拡大レンズを含むことを特徴とする請求項１０に記
載の注入装置。
【請求項１８】
　前記複数の用量指標窓は第１、第２および第３用量指標窓を含み、
　前記用量番号が一対の螺旋状パターンをもって前記スリーブに配列され、第１螺旋状パ
ターンが偶数番号を含み、第２螺旋状パターンが奇数番号を含み、
　非数値指標が螺旋状パターンをもって前記スリーブに配列され、
　用量番号が前記用量指標窓の１つを通して視認可能となると、前記非数値指標が前記用
量指標窓の他の１つを通して視認可能となって、現在の用量番号が視認可能となっている
用量指標窓を指し示す、
ことを特徴とする請求項１４に記載の注入装置。
【請求項１９】
　本体と、複数の用量番号が配列された用量設定スリーブと、を備える注入装置に用量を
設定するための方法であって、
　前記用量設定スリーブを回転させ、前記本体の複数の用量指標窓を交互に通して前記用
量番号を連続的に視認可能とすることと、
　前記用量設定スリーブを回転させることで、同時に、前記用量指標窓の１つを通して用
量番号を同時に視認可能とするとともに前記用量指標窓の他の１つを通して非数値指標を
視認可能とし、前記用量番号が視認可能となっている用量指標窓を指し示すようにするこ
とと、
を備える方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して投薬用注入装置に関し、特に、用量を設定するための複数の窓を有す
る注入装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術分野において種々の注入装置が知られている。かかる注入装置の多くは、注入され
るべき用量を設定するためのポインタをもつ単一の窓を有している。ユーザにとっては、
ポインタに用量設定機構のスケール線を一致させることが困難なことがあり、視力が損な
われているユーザの場合は特に困難となる。さらに、かかる注入装置の多くでは、スケー
ル線には偶数番号のみが含まれ、従ってユーザによる補間を必要とするものとなる。また
、ユーザに困難をもたらすことに加えて、番号とスケール線が小さい。さらに、そのよう
な装置においては、現在所望の用量番号と隣接する他の用量番号とが装置の窓に同時に視
認されるので、ユーザを混乱させる可能性がある。従って、ユーザにとって用量の設定が
容易に行われるようにすることで、注入薬剤の適正量の投与を確保する助けとなる注入装
置が望まれている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の一形態は、特に視覚障害者にとっても用量の設定が簡単化される注入装置を提
供する。
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【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の前述および／または他の形態は、薬剤を収容および投与するための本体であっ
て、薬剤の所望の用量を示すための複数の用量指標窓を有する本体と、所望用量の設定を
行うために前記本体に回転可能に接続された用量設定スリーブであって、互いに固定され
た関係をもって配された複数の用量番号を有する用量設定スリーブと、を含む注入装置を
提供することにより実現される。異なる用量指標窓には、用量番号の異なるものが表示さ
れる。
【０００５】
　本発明の前述および／または他の形態はまた、薬剤を収容および投与するための本体で
あって、薬剤の所望の用量を示すための複数の用量指標窓を有する本体と、前記所望の用
量の設定を行うために前記本体に回転可能に接続された用量設定スリーブであって、互い
に固定された関係をもって配された複数の用量番号を有する用量設定スリーブと、を含む
注入装置を提供することによっても実現される。所望の用量を設定するために用量設定ス
リーブを回転させると、用量の数値は、複数の用量指標窓を通して交互に、連続して視認
可能となる。
【０００６】
　本発明の前述および／または他の形態はまた、本体と、複数の用量番号の配列を持つ用
量設定スリーブと、を有する注入装置に対して用量を設定する方法を提供することによっ
ても実現される。この方法は、用量設定スリーブを回転させ、複数の用量指標窓を通じて
交互に、用量の数値が連続して視認可能となるようにすることを含む。
【０００７】
　本発明のさらなる、および／または他の形態および利点は、一つには以下の説明におい
て記載され、その説明からある程度明らかとなるか、あるいは本発明の実施によって知る
ことができるようになる。
【０００８】
　上述のおよび／または他の形態および本発明の実施形態の利点は、添付図面とあわせて
、以下の詳細な説明から理解される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態による注入装置の斜視図である。
【図２】図１の装置の分解図である。
【図３】図２の３－３線に沿って取った図１の装置の本体の断面図である。
【図４】図２の本体の斜視図である。
【図５】図１の装置の用量設定ノブ（ＤＳＫ）の斜視図である。
【図６】図１の装置の用量設定ノブ（ＤＳＫ）の斜視図である。
【図７】図１の装置の選択された構成要素の部分斜視図である。
【図８】図１の装置の選択された構成要素の部分斜視図である。
【図９】図１の装置のブレーキタワーの斜視図である。
【図１０】図１の装置の波形クリップの斜視図である。
【図１１】図１の装置のピストンロッドの斜視図である。
【図１２】図１の装置のリードスクリュの斜視図である。
【図１３】図１の装置のセットバックの対向端部の斜視図である。
【図１４】図１の装置のセットバックの対向端部の斜視図である。
【図１５】図１の装置のセットバック支承インサートの斜視図である。
【図１６】図１の装置の注入ボタンの斜視図である。
【図１７】図１の装置の用量終了部の斜視図である。
【図１８】図５および図６のＤＳＫおよび図１７の用量終了部の断面図である。
【図１９】本発明の他の実施形態に係る本体およびＤＳＫの部分斜視図である。
【図２０】図１９の装置のＤＳＫの斜視図である。
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【図２１】本発明の他の実施形態に係る注入装置の斜視図である。
【図２２】図１の装置の部分斜視図である。
【図２３】図２１の装置のＤＳＫの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　添付の図面に例が示されている本発明の実施形態を詳細に説明する。ここで、全体を通
して同様の参照番号は同様の要素を示すものとする。それらの実施形態は、図面を参照し
つつ本発明を例示するものである。
【００１１】
　様々な部品の向きや端部を指すために、本明細書では、「遠位」、「前方」または「前
」が交互に、および、「近位」、「後方」または「後ろ」が交互に参照される。これらの
用語は例示および議論の目的のみに使用されるものである。図示された例における構成要
素の特定の配置およびそれらの運動の方向は、限定的な意味に解釈されるべきではない。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態による注入装置１００の斜視図である。注入装置１００は、
キャップ１０４と、本体すなわちペン本体１０８と、用量設定ノブ（ＤＳＫ）１１２と、
注入ボタンすなわちボタン１１６を含む。一実施形態では、ペン本体１０８は、その近位
端に配置された第１および第２の用量指標窓１２０および１２４を含む。より後に詳述す
るように、ＤＳＫ１１２のスリーブ（すなわち用量設定スリーブ）上に配置された用量番
号は、一度には第１および第２の用量指標窓１２０および１２４の一方を通して視認可能
である。換言すれば、一実施形態によれば、第１および第２の用量指標窓１２０および１
２４は現在の所望用量を設定するために使用され、そのそれぞれを通して用量番号を視認
可能となるが、同時にはその一方を通した視認のみが可能である。すなわち、一実施形態
によれば、異なる用量指標窓には異なる用量番号が表示される。別の言い方をすれば、一
実施形態においては、用量番号はそれら用量指標窓に交互に連続して表示される。
【００１３】
　図２は、注入装置１００の分解斜視図である。キャップ１０４、ペン本体１０８、ＤＳ
Ｋ１１２および注入ボタン１１６に加えて、注入装置１００は、カートリッジホルダ１２
８および薬剤カートリッジ１３２を含み、薬剤カートリッジ１３２はその中に移動可能に
配置されたストッパ１３６を有する。注入装置１００はまた、薬剤カートリッジ１３２を
支持するとともにこれを遠位側に付勢する波形クリップすなわち波形ばねクリップ１４０
と、ブレーキタワー１４４と、ピストンロッド１４８と、リードスクリュ１５２と、用量
終了部（dose stop）１５６と、セットバック１６０と、セットバック支承インサート１
６４と、クリックばね１６８と、を含んでいる。
【００１４】
　図３は、図２の３－３線に沿った本体１０８の断面図、図４は本体１０８の斜視図であ
る。図３および図４に示すように、本体１０８は、半径方向内方に突出する壁１７６を含
み、半径方向内方に突出するボス部１８０と協働して、本体１０８に対してブレーキタワ
ー１４４を位置合わせする。また、本体１０８は、その遠位端に、カートリッジホルダ１
２８の近位端の対応ねじと係合てカートリッジホルダ１２８と本体８とを接続するための
カートリッジホルダ接続ねじ１８４を含んでいる。本体１０８はまた、本体１０８に対す
るＤＳＫ１１２の移動を案内するための実質的に螺旋状の雌ねじ１７２を含む。
【００１５】
　図５および図６に示されているＤＳＫ１１２は、把持部１８８と、半径方向外方に突出
する一対のキー１９４を有するスリーブ部またはスリーブすなわち用量設定スリーブ１９
２と、を含む。後に詳述するように、把持部１８８は、セットバック１６０と係合するた
めの複数の歯１９０と、ボタン１１６を受容するためのボタン受容部１９８と、を内部に
有している。キー１９４は、本体１０８の雌ねじ１７２と摺動可能に係合し、本体１０８
に対するＤＳＫ１１２の移動を案内する。スリーブ１９２はまた、互いに固定された関係
をもって配列され、実質的に螺旋状のパターンとされた一対の用量番号群１９６を有する
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。
【００１６】
　具体的には、第１の螺旋状パターン２００には偶数番号が含まれており、第２の螺旋状
パターン２０４には奇数番号が含まれている。非数値指標２０８は、第１螺旋状パターン
２００の偶数番号同士および第２螺旋状パターン２０４の奇数番号同士を分離する。一実
施形態では、非数値指標２０８は、他方の螺旋状パターンに向う矢印２０８である。例え
ば、第１螺旋状パターン２００のそれぞれの矢印２０８は第２螺旋状パターン２０４の単
一の奇数番号を指し示し、第２螺旋状パターン２０４のそれぞれの矢印２０８は第１螺旋
状パターン２００の単一の偶数番号を指し示す。
【００１７】
　一実施形態においては、第１螺旋状パターン２００の偶数番号は第２の用量指標窓１２
４を通して視認可能であり、第２螺旋状パターン２０４の奇数番号は第１の用量指標窓１
２０を通して視認可能である。さらに、一実施形態においては、一度に視認できるのは単
一の用量番号１９６だけである。換言すれば、第２用量指標窓１２４を通して偶数番号が
視認可能、または第１用量指標窓１２０を通して奇数番号が視認可能なものとなっている
。別の言い方をすれば、用量番号１９６は、一度には用量指標窓１２０と１２４とのいず
れか一方を通してのみ視認可能である。
【００１８】
　さらに、一実施形態では、用量番号１９６の１つが一方の用量指標窓を通して視認可能
となっているときに、非数値指標２０８は他方の用量指標窓を通して視認可能となってお
り、これは用量指標窓１２０を通して視認可能となっている用量番号１９６を指し示して
いる。具体的には、図７に示すように、第１螺旋状パターン２００の用量番号１９６（偶
数番号）が第２用量指標窓１２４を通して視認可能となっているときには、非数値指標２
０８は第１用量指標窓１２０を通して視認可能となる。同様に、図８に示すように、例え
ば第２螺旋状パターン２０４の用量番号１９６（奇数番号）が第１用量指標窓１２０を通
して視認可能となっているときには、非数値指標２０８は第２用量指標窓１２４を通して
視認可能となる。
【００１９】
　加えて、以下により詳細に記載されるように、ＤＳＫ１１２はまた、内部の用量終了部
１５６と、半径方向内方に突出し、用量終了部１５６およびセットバック１６０と連動し
て用量終了条件を規定するための用量終了ブロッカ２１２を有している。さらに一実施形
態では、第１および第２用量指標窓１２０および１２４の各々には、視覚障害者を支援す
るために用量番号を拡大する拡大レンズが設けられる。
【００２０】
　図９に示すように、ブレーキ塔１４４は、その近位部に配置された複数のラチェット歯
２１６と遠位端に配置されたベース部２２０とを備える。ベース部２２０は、複数のフィ
ン２２４と一対の凹部２２８とを備える。ブレーキタワー１４４が本体１０８の遠位端に
挿入されると、ベース部２２０は本体１０８のボス１８０に係合し、ベース２２０の近位
面は本体１０８の壁１７６に対して位置合わせされる。さらに、波形クリップ１４０のア
ーム２３２（図１０）がベース部２２０の凹部２３２に係合することで、ブレーキタワー
１４４に波形クリップ１４０が固定される。ブレーキ塔１４４の内部には、軸方向のピス
トンロッド１４８の移動を案内するための一対の軸方向ピストンロッド溝２４０と、ピス
トンロッド１４８の近位方向への変位を制限するための３つのリミッタ２４４が設けられ
ている。
【００２１】
　図１１に示すピストンロッド１４８は、その近位端に、ブレーキタワー１４４のピスト
ンロッド溝２４０と係合するための一対のピストンロッドキー２４８を含んでいる。ピス
トンロッド溝２４０は、ブレーキタワー１４４に対してピストンロッド１４８が軸方向に
変位するのを規制する。また、ピストンロッド１４８は、遠位端に配置されてストッパ１
３６と係合するための駆動フランジ２５２を有し、薬剤カートリッジ１３２に対してスト
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ッパ１３６を変位させる。さらに、ピストンロッド１４８の内部には、リードスクリュ１
５２と係合するための螺旋ねじ２５６が設けられている。
【００２２】
　図１２に示すように、リードスクリュ１５２は、ピストンロッド１４８のねじ２５６と
係合するためのピストンロッドねじ部２６０を含む。係合部２６４は、例えばスナップ嵌
合によってブレーキタワー１４４にリードスクリュ１５２を連結することで、ブレーキタ
ワー１４４に対するリードスクリュ１５２の回転を許容する一方、ブレーキタワー１４４
に対するリードスクリュ１５２の軸方向変位を阻止する。加えて、実質的に円筒形の近位
部２６８は、その上に配置された隆起構造２７２を有している。一実施形態では、隆起構
造２７２は十字すなわちプラス記号の形状を有している。隆起構造２７２のアームの２つ
が近位部分の外周を越えて半径方向に延在していることで、セットバック１６０において
軸方向溝すなわちキー溝２８０に摺動可能に係合する一対のセットバックキー２７６が形
成される。セットバックキー２７６とキー溝２８０との相互作用によって、リードスクリ
ュ１５２に対するセットバック１６０の実質的に軸方向の変位が規制される。
【００２３】
　図１３および図１４は、それぞれ、セットバック１６０の遠位端および近位端を示す。
上述した軸方向溝またはキー溝２８０に加えて、セットバック１６０は、例えばスナップ
嵌合によってセットバック支承インサート１６４を受容するための受容部２８２を有して
いる。セットバック１６０はまた、以下により詳細に記載されるように、ＤＳＫ１１２の
歯１９０と係合する複数のＤＳＫ歯２８４を含む。また、以下でより詳細に説明するよう
に、セットバック１６０は、用量終了部１５６の横方向端部と係合する一対の用量終了リ
ッジ２８６を含む。用量終了リッジ２８６間の領域は、用量終了部１５６が摺動する摺動
面を画成する。
【００２４】
　図１４に示すように、セットバック１６０はまた、一対の片持ちアーム２８８を含んで
おり、そこから半径方向内方にブレーキタワー歯２９２の各対が突出している。ブレーキ
タワー１４４のラチェット歯２１６（図９）と協働して、片持ちアーム２８８およびブレ
ーキタワー歯２９２がブレーキタワー１４４に対するセットバック１６０の一方向の回転
を許容する。さらに、片持ちアーム２８８とブレーキ歯２９２とラチェット歯２１６との
相互作用によって、ブレーキタワー１４４に対するセットバック１６０の軸方向変位が許
容される。
【００２５】
　図１５に示すように、セットバック支承インサート１６４は、セットバック１６０の受
容部２８２に受容される係合部２９６、クリックばね１６８を支承する支承面３００、お
よび、支承面３００から近位方向に延在するポスト３０４を含む。ポスト３０４は注入ボ
タン１１６の内面に接触し、これは図１６に示されている。注入ボタン１１６は、その内
部において近位方向に延在する略円筒形の内側壁３０８を含む。ポスト３０４は内側壁３
０８の内側に嵌入し、ボタン１１６の外側壁３１２と内側壁３０８との間の空間にばねが
収容され、セットバック支承インサート１６４の支承面３００およびボタン１１６の内面
の双方に支承される。ボタン１１６はまた、例えばスナップ嵌合によりＤＳＫ１１２のボ
タン受容部１９８に係合する係合部３１６を有している。一実施形態では、ボタン１１６
はＤＳＫ１１２に対して回転可能である。
【００２６】
　注入装置１００の操作時、好ましくは、カートリッジホルダ１２８と薬剤カートリッジ
１３２とにペン型針を接続した後、ユーザは第１方向にＤＳＫ１１２を回転させることに
より、所望の用量を設定する。ＤＳＫ１１２のキー１９４と本体１０８の螺旋ねじ１７２
との相互作用によって、ＤＳＫ１１２の回転がＤＳＫ１１２およびセットバック１６０を
近位方向に変位させる。このセットバック１６０の近位方向への変位時に、ブレーキタワ
ー１４４のラチェット歯２１６に沿ってブレーキタワー歯２９２が摺動し、ボス１８０お
よび凹部２２８を介して本体１０８に固定される。
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【００２７】
　ブレーキタワー歯２９２とラチェット歯２１６との係合により、セットバック１６０の
第１方向への回転が阻止される。また、ＤＳＫ１１２の歯１９０がＤＳＫ歯２８４を超え
て回転することで、例えば可聴クリックおよび／または触覚フィードバックにより、ユー
ザには個別の回転ステップおよびフィードバックが提供される。一実施形態では、個別の
回転ステップは１つの用量番号の増加、例えばＤＳＫ１１２の約１０度の回転に対応する
。よって、第２用量指標窓１２４を通して偶数番号が視認可能である（および、第１用量
指標１２０を通して対応する非数値指標２０８が視認可能である）場合、ユーザがＤＳＫ
１１２を１回の個別回転ステップだけ回転させると、それまで視認されていた偶数番号よ
り１だけ大きい奇数番号が第１用量指標窓１２０を通して視認可能となる（および、第２
用量指標１２４を通して対応する非数値指標２０８が視認可能となる）。
【００２８】
　所望の用量を設定することに続いて、ユーザは遠位方向にボタン１１６を押す。ＤＳＫ
１１２のキー１９４と本体１０８の螺旋ねじ１７２との相互作用により、ボタン１１６の
遠位方向への変位は、第１方向とは反対の第２方向へのＤＳＫ１１２の回転を生じさせる
。そして、ブレーキタワー歯２９２とラチェット歯２１６との係合によってセットバック
１６０の第２方向への回転が許容されるので、ＤＳＫ１１２の第２方向への回転により、
セットバック１６０も第２方向へ回転する。
【００２９】
　さらに、前述のように、リードスクリュ１５２の係合部２６４は、ブレーキタワー１４
４に係合してリードスクリュ１５２の回転を可能にするが、ブレーキタワー１４４に対す
る軸方向の変位は許容しない。よって、セットバック１６０が第２方向に回転するとき、
セットバックキー２７６と溝部２８０とのキー係合によりリードスクリュが回転し、それ
によって、ピストンロッドねじ２６０と雌ねじ２５６との係合およびピストンロッドキー
２４８とブレーキタワー１４４のピストンロッド溝２４０との係合により、ピストンロッ
ド１４８が遠位方向に変位する。この遠位方向へのピストンロッドの変位は、薬剤カート
リッジ１３２に対するストッパ１３６の遠位方向への変位を生じさせ、ペン針を通した薬
剤カートリッジ１３２からの薬剤の放出を生じさせる。
【００３０】
　図１７は用量終了部１５６の斜視図、図１８は用量終了状態（end-of-dose condition
）が生じたときのＤＳＫ１１２および用量終了部１５６間の相互作用を示す断面図である
。用量終了部１５６は、ＤＳＫ１１２の用量終了ねじ２１０に係合するＤＳＫねじ３２０
を有する。前述したように、ユーザが第１方向にＤＳＫ１１２を回転させて所望の用量を
設定すると、セットバック１６０は近位方向に変位するが第１方向に回転しない。ＤＳＫ
ねじ３２０と用量終了ねじ２１０との係合および用量終了リッジ２８６と用量終了部１５
６の横方向端部との係合が生じるので、セットバック１６０に対するＤＳＫ１１２の回転
により、セットバック１６０の摺動面２９０に沿った用量終了部１５６の遠位方向への摺
動が生じ、ＤＳＫ１１２に対する遠位方向への変位が生じる。ユーザがボタン１１６を遠
位方向に押してＤＳＫ１１２およびセットバック１６０がともに第２方向へ回転すると、
用量終了部１５６はＤＳＫ１１２およびセットバック１６０とともに回転し、用量終了部
１５６とＤＳＫ１１２との相対変位は生じない。
【００３１】
　セットバック１６０に対してＤＳＫ１１２が十分に累積的に回転すると、用量終了部１
５６は用量終了ブロッカ２１２に係合し、ＤＳＫ１１２に対する用量終了部１５６のさら
なる遠位方向変位が妨げられる。これが生じると、もはやＤＳＫ１１２はセットバック１
６０に対して回転できなくなる。ＤＳＫねじ３２０と用量終了ねじ２１０とが係合し、用
量終了リッジ２８６と用量終了部１５６の横方向端部とが係合するからである。図１８に
示されるように、この状態は薬剤カートリッジ１３２から得られる薬剤用量の終了を規定
する。換言すれば、もはやユーザはＤＳＫ１１２を第１方向に回転させ得ないため、さら
なる所望用量の設定ができなくなる。この状態では、しかしながら、まだユーザはボタン
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１１６を押し、薬剤カートリッジ１３２から設定用量を放出させることができる。
【００３２】
　ＤＳＫねじ３２０および用量終了ねじ２１０のねじピッチを用いて、ＤＳＫ１１２の用
量終了ブロッカ２１２に対する用量終了部１５６の初期変位を計算し、薬剤カートリッジ
１３２に異なる量の薬剤を収容させることができる。換言すれば、用量終了ブロッカ２１
２に対する用量終了部１５６の初期の軸方向距離および回転を計算することができる。別
の言い方をすれば、所与の容量の薬剤を完全に投薬するためのＤＳＫ１１２の回転量（す
なわち、薬剤カートリッジの単位用量の数）は、ＤＳＫねじ３２０および用量終了ねじ２
１０のねじピッチとともに、注入装置１００の組み立て時に、用量終了ブロッカ２１２に
対して用量終了部１５６をどれほど離して変位させておくかを決定するものとなる。
【００３３】
　逆に、注入装置１００の累積使用時における用量終了部の所望の変位を、ＤＳＫねじ３
２０および用量終了ねじ２１０のねじピッチを計算するために使用することができる。一
実施形態においては、異なる容量の薬剤に対応した境界をＤＳＫの内部に配置し、ユーザ
が薬剤カートリッジを交換するときに、新規の薬剤カートリッジ１３２における薬剤容量
に対応して、ユーザが用量終了ブロッカ２１２に対する用量終了部１５６の変位を設定す
ることができるようにされる。
【００３４】
　前述のＤＳＫ１１２は（図５、図６）は、１６の個別の用量設定部を含んでいる。本発
明の別の実施形態では、より細かい個別の用量設定（すなわち個別の回転ステップ）が望
まれる場合、図１９および図２０に示すように、ＤＳＫ３２４のスリーブ３２６上の偶数
および奇数の用量番号３１４および３１６（並びに非数値指標３２０）を、互いに近接し
てそれぞれの螺旋状パターンに配置することができる。それに対応して、セットバック１
６０のＤＳＫ歯２８４と相互作用するＤＳＫ３２４の近位端に配置された歯の数も増加さ
せる。個別の回転ステップは、例えば、ＤＳＫ３２４の回転の約５度であってもよい。ま
た、用量番号間の間隔を広げれば、たとえＤＳＫ３２４の近位端の歯数を対応して増加さ
せなくても、より大きなフォントを用いることが可能となるので、視覚障害者であっても
容易に装置を使用可能となる。
ＤＳＫ上の用量番号間の間隔を減少させ、および／またはフォントサイズを拡大し、およ
び／または個別の用量単位を少なくするための他の取り組みとして、図２１～図２３は、
本発明の別の実施形態による注入装置３２８を示す。図２１および図２２に示すように、
注入装置３２８はＤＳＫ３３０および本体３３２を含んでいる。本体３３２は、第１、第
２および第３の用量指標窓３３６、３４０および３４４を含む。
【００３５】
　前述の実施形態と同様に、用量番号３４８はＤＳＫ３３０のスリーブ３５２上で螺旋状
パターンをなしている。奇数の用量番号は順次に第１の実質的螺旋状パターン３５６を形
成し、偶数の用量番号は順次に第２の実質的螺旋状パターンを形成する。しかしながら、
前述の実施形態とは対照的に、非数値指標３６２は、第１および第２螺旋パターン３５６
および３６０間に配置された第３の実質的螺旋状パターン３６４を形成している。第３螺
旋状パターン３６４内の非数値指標は、第１および第２螺旋パターンを交互に指し示すも
のとなっている。従って、一実施形態によれば、図２２に示すように、第２螺旋状パター
ン３６０の偶数用量番号が第３用量指標窓３４４を通して視認可能となっている場合、そ
の視認可能な偶数用量番号を指し示している非数値指標３６２が第２用量指標窓３４０を
通して視認可能である。同様に、第１螺旋状パターン３５６の奇数用量番号が第１用量指
標窓３３６を通して視認可能となっている場合には、その視認可能な奇数用量番号を指し
示している非数値指標３６２が第２用量指標窓３４０を通して視認可能である。
【００３６】
　別の実施形態においては、第３の螺旋状パターン３６４に加えて、第１および第２螺旋
状パターン３５６および３５６もまた、用量番号間に配置された非数値指標を含む。かか
る実施形態では、３つの用量指標窓３３６、３４０および３４４の１つを通してある用量
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番号が視認可能となっているとき、残りの用量指標窓の双方を通して非数値指標が視認可
能となる。
【００３７】
　他の実施形態として、ＤＳＫスリーブ上に配列された４以上の螺旋状パターンと、対応
する数の用量指標窓とがあってもよい。かかる実施形態では、ＤＳＫの回転に応じて、連
続した用量番号が順次の用量指標窓を通して視認できるものとなる。一実施形態では、あ
る用量番号が最後の用量指標窓を通して視認可能となっている場合にＤＳＫを回転させる
と、連続した次の用量番号が第１の用量指標窓を通して視認可能となる。
【００３８】
　他の実施形態では、ある用量番号が最後の用量指標窓を通して視認可能となっている場
合にＤＳＫを回転させると、連続した次の用量番号が最後から２番目の用量指標窓を通し
て視認可能となる。さらに、連続した次の用量番号は、ＤＳスリーブの回転に応じ、序数
の低い用量指標窓を通して視認可能となる。換言すれば、ＤＳスリーブが回転すると、用
量番号は左から右への用量指標窓を通して順次視認可能となり、そして最後の用量指標窓
を通して可視となった後には、右から左への用量指標窓を通して順次視認可能となる。
【００３９】
　よって、本発明の実施形態は、混乱を軽減してユーザ・エクスペリエンスを向上し、ユ
ーザ、特に視覚障害者にとっての用量設定を容易にする。
【００４０】
　以上、本発明の少数の例示的な実施形態を詳述したが、当業者であれば、本発明の新規
な教示および利点から実質的に逸脱することなく、容易に多くの変更が可能であることを
理解するであろう。従って、すべてのそのような変更が添付の特許請求の範囲およびその
均等物の範囲内に含まれることを企図している。

【図１】 【図２】
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